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 近年、尐子高齢化や過疎化、核家族化の進行等によ

り、地域や家庭での支え合い機能の低下や住民相互の

社会的つながりが希薄化するなど、地域社会を取り巻

く環境は、大きく変化しています。 

 こうした環境の変化を背景に、福祉に対するニーズ

は複雑・多様化しており、介護や子育ての不安への対

応、障がい者の自立支援、高齢者の孤立や児童虐待、

自殺への対応などが求められています。 

 県では、長期総合計画「安心・活力・発展プラン２００５」において、「県民

が支え合う福祉コミュニティの形成」を重点戦略として掲げ、県民誰もが住み慣

れた地域で安心して心豊かに暮らすことができる大分県づくりに取り組んでい

るところです。 

  また、県民や市町村、社会福祉協議会、ボランティア、ＮＰＯ等の関係団体が

地域福祉のさまざまな支え合いのネットワークづくりを行っていく上での共通

指針として、「大分県民福祉基本計画」を平成１７年３月に策定し、「ユニバー

サル社会」の実現を目指し、ハード面はもとより、「人を思いやるこころの醸成」

や「情報・サービスの提供」などソフト面でのユニバーサルデザインの推進にも

取り組んできました。 

 このたび、計画策定後５年を迎えたことから、介護保険制度の改正、障害者自

立支援法の制定など社会保障における諸改革や多様な生活課題を踏まえ改定す

ることとしました。 

 特に、今回の改定では、住民の方々が主体的に行う支え合いの仕組みづくりや、

ボランティア、ＮＰＯ、社会福祉事業者、関係機関・団体など地域福祉を担うさ

まざまな主体の参加、さらには、こうした方々と行政が連携・協働し、地域住民

の抱える生活課題の解決に向けた取組により、地域福祉を積極的に推進していく

こととしています。 

 今後、本計画に基づき、県民及び市町村、企業、関係機関・団体等と協働して、

「新たな支え合い（共助）の確立」に向け、皆様方の一層のご理解とご協力をい

ただきながら、県民総参加で取組を進めてまいりたいと考えています。 

 終わりに、本計画の改定にあたり、大分県社会福祉審議会の委員の皆様をはじ

め、貴重なご意見、ご提言をお寄せいただきました県民の皆様に心からお礼申し

上げます。 

 

  平成２２年３月 

                  大分県知事 広 瀬 勝 貞 
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